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表
	　第　　号
重度心身障害児援護手当支給証書
年　　月　　日生　　
　手当月額　　　　　　　円也
　　　支給開始　　　　　年　　月　　日
　富岡町重度心身障害児の援護手当支給等に関する条例の規定により、右のとおり援護手当を支給します。
　　　　　　年　　月　　日
富岡町長　　　　　　　　㊞　


裏
	
	
	　一　表書の援護手当は、六か月毎に毎年上期は五月一日、下期は十二月一日に支給されますから、この証書を呈示してお受取り下さい。（この証書を持参しないと受取れません。）
　二　手当の受領は、なるべく同じ印鑑をお使い下さい。
　三　手当を受ける資格を失ったときは、この証書を添えて届出て下さい。
　四　証書をなくしたり、汚損したときは町長に届出て再交付をうけて下さい。
　五　支給の都度、次に支給済印します。
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